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(57)【要約】
【課題】ヘリオスタットの鏡面とセンターリフレクター
の鏡面とが正対しているのを実測しながらその場で調整
することのできる調整方法と調整装置を提供する。
【解決手段】センターリフレクター３０の上部焦点ｐと
ヘリオスタット２０とにそれぞれレーザー光Ｌ１，Ｌ２
を照射する照射装置３を設け、ヘリオスタット２０に照
射されたレーザー光の反射光Ｌ４が、センターリフレク
ター３０の上部焦点ｐに照射されたレーザー光Ｌ１と同
一軸線を形成するように、ヘリオスタット２０の俯仰角
および／または旋回角を調整する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部にセンターリフレクターと下部に受熱部を有し、センターリフレクターの周囲に複
数台のヘリオスタットが配置された集熱装置において、
　前記センターリフレクターの上部焦点とヘリオスタットとにそれぞれレーザー光を照射
する照射装置を設け、ヘリオスタットに照射されたレーザー光の反射光が、センターリフ
レクターの上部焦点に照射されたレーザー光と同一軸線を形成するように、ヘリオスタッ
トの俯仰角および／または旋回角を調整することを特徴とするヘリオスタットの校正方法
。
【請求項２】
　上部にセンターリフレクターと下部に受熱部を有し、センターリフレクターの周囲に複
数台のヘリオスタットが配置された集熱装置において、
　前記センターリフレクターの上部焦点とヘリオスタットとを結ぶ光路上に、そのセンタ
ーリフレクターとヘリオスタットとにそれぞれレーザー光を照射する照射装置を設けたこ
とを特徴とするヘリオスタットの校正装置。
【請求項３】
　前記校正装置は、レーザー照射装置の近傍にヘリオスタットから反射した反射レーザー
光を検出する受光装置が並設されていると共に、その照射装置と受光装置とを旋回および
俯仰させる調整装置を備えていることを特徴とする請求項２記載のヘリオスタットの校正
装置。
【請求項４】
　前記レーザー照射装置は、脱着手段により校正装置に着脱されると共に蓄電池により駆
動されることを特徴とする請求項２又は３記載のヘリオスタットの校正装置。
【請求項５】
　前記レーザー照射装置は、センターリフレクターの上部焦点に照射するレーザー光の波
長が５００ナノメートル乃至５９０ナノメートルであることを特徴とする請求項２乃至４
の何れかに記載のヘリオスタットの校正装置。
【請求項６】
　前記受光装置が、太陽追尾装置であることを特徴とする請求項３記載のヘリオスタット
の校正装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数台のヘリオスタットにより太陽熱を集熱する集熱装置に関し、詳しくは
、太陽熱を反射するヘリオスタットの校正方法とその校正装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化石燃料の高騰や地球環境の保護等により、化石燃料を使用しないクリーンエネ
ルギーの研究・開発が盛んになされている。このようなクリーンエネルギーとして、風力
や太陽熱を利用した発電が行われるようになってきている。
【０００３】
　その中でも特に、太陽熱を集熱して熱媒体を加熱し、この熱媒体を熱源として水蒸気を
発生させて蒸気タービンを駆動して発電することのできる太陽熱発電装置が、従来の火力
発電と同様の発電設備で稼働できると共に高出力であることから注目されている。
【０００４】
　このような高出力が得られる太陽熱発電装置としては、タワー型太陽熱発電装置、ビー
ムダウン方式太陽熱発電装置が知られている（例えば、特許文献１、非特許文献１）。
【０００５】
　前記タワー型太陽熱発電装置は、上部に熱媒体の加熱部が設けられたタワーの周囲に平
板状の反射鏡を備えた複数台のヘリオスタットを配置しており、太陽熱が前記加熱部に集
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熱されるように複数台の反射鏡が調整されている。
【０００６】
　前記ビームダウン方式太陽熱発電装置は、上部に半球状のセンターリフレクターが設け
られたタワーの周囲に平板状の反射鏡を備えた複数台のヘリオスタットを配置し、前記反
射板の下部に熱媒体の加熱部が設けられており、複数台の反射鏡から反射された太陽熱が
加熱部に集熱するようになっている。
【０００７】
　また、前記ヘリオスタットは、太陽の動きを感知する追尾装置が設けられており、太陽
熱を加熱部あるいはセンターリフレクターに向かって照射するように制御されている。
【０００８】
　ところで、前述のヘリオスタットの調整は、先ず、設計図面上に記載された数値から求
めた計算値に基づいて方位角と俯仰角を大まかに調整し、次に、実機を測量した数値から
求めた計算値に基づいて方位角と俯仰角を更に調整していた。
【特許文献１】特開２００５－１０６４３２号公報
【非特許文献１】Solar Energy, Volume 62, Number 2, February 1998 , pp. 121-129(9
)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前記タワー型太陽熱発電装置やビームダウン方式太陽熱発電装置は、前述のように設計
図面と測量とにより求められた計算値に基づいてヘリオスタットの方位角と俯仰角を調整
しているので、測量誤差による太陽熱の照射方向のバラツキやズレが生ずる。
【００１０】
　また、ヘリオスタットの方位角と俯仰角の調整精度を向上させるために、複数人の作業
者が望遠鏡を覗きながら実際の太陽光の行方を追うことが考えられるが、その作業はヘリ
オスタットを調整する度に確認作業が行われており、多くの手間と人件費がかかり現実的
ではない。
【００１１】
　そして、タワー型太陽熱発電装置やビームダウン方式太陽熱発電装置は中近東などの砂
漠等に建設されるので、昼夜の寒暖差が大きく、また強風に曝されるので、ヘリオスタッ
トが備える大型の鏡板（ファセット）がズレてしまうという問題があった。即ち、設置当
初から次第に集熱効率が低下するという問題があった。
【００１２】
　本発明は、このような従来の問題点に注目し、ヘリオスタットのファセットの光軸とセ
ンターリフレクターの上部焦点とが一直線となっているのを実測しながらその場で調整す
ることのできる校正方法と校正装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係るヘリオスタットの校正方法は上記目的を達成するため、次のように構成さ
れている。
【００１４】
　１）　上部にセンターリフレクターと下部に受熱部を有し、センターリフレクターの周
囲に複数台のヘリオスタットが配置された集熱装置において、前記センターリフレクター
の上部焦点とヘリオスタットとにそれぞれレーザー光を照射する照射装置を設け、ヘリオ
スタットに照射されたレーザー光の反射光が、センターリフレクターの上部焦点に照射さ
れたレーザー光と同一軸線を形成するように、ヘリオスタットの俯仰角および／または旋
回角を調整することを特徴としている。
【００１５】
　本発明に係るヘリオスタットの校正装置は、次のように構成されている。
【００１６】
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　２）　上部にセンターリフレクターと下部に受熱部を有し、センターリフレクターの周
囲に複数台のヘリオスタットが配置された集熱装置において、前記センターリフレクター
の上部焦点とヘリオスタットとを結ぶ光路上に、そのセンターリフレクターとヘリオスタ
ットとにそれぞれレーザー光を照射する照射装置を設けたことを特徴としている。
【００１７】
　３）　前記校正装置は、レーザー照射装置の近傍にヘリオスタットから反射した反射レ
ーザー光を検出する受光装置が並設されていると共に、その照射装置と受光装置とを旋回
および俯仰させる調整装置を備えていることを特徴としている。
【００１８】
　４）　前記レーザー照射装置は、脱着手段により校正装置に着脱されると共に蓄電池に
より駆動されることを特徴としている。
【００１９】
　５）　前記レーザー照射装置は、センターリフレクターの上部焦点に照射するレーザー
光の波長が５００ナノメートル乃至５９０ナノメートルであることを特徴としている。
【００２０】
　６）　前記受光装置が、太陽追尾装置であることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２１】
　センターリフレクターの上部焦点とヘリオスタットとにそれぞれレーザー光を照射する
照射装置を設け、ヘリオスタットに照射されたレーザー光の反射光が、センターリフレク
ターの上部焦点に照射されたレーザー光と同一軸線を形成するように、ヘリオスタットの
俯仰角および／または旋回角を調整するので、測量や作業者が望遠鏡を覗いて調整する方
法に比して極めて高精度に校正することができる。
【００２２】
　また、レーザーの照射装置は、取付けと取外しができるので、その照射装置が一台あれ
ば、複数基のヘリオスタットを順次校正していくことができ、照射装置の導入コストが抑
制される。
【００２３】
　更に、校正作業が一人でも行えるので、複数人で時間と手間をかけて調整する場合に比
べ、極めて効率がよくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付図面に基づき、本発明の実施形態を説明する。
【００２５】
　図１は、本発明に係る校正装置が使用される太陽熱発電装置Ａの概略構成図である。図
１に示すように太陽熱発電装置Ａは、支柱３１の上部に支持された円盤状のセンターリフ
レクター３０と、このセンターリフレクター３０の周囲に配置されたヘリオスタット２０
とを備え、前記センターリフレクター３０の下部に太陽熱を集熱するレシーバー３３が設
けられており、このレシーバー３３で加熱された溶融塩を熱源とする水蒸気タービン等の
発電設備（不図示）が併設されて構成されている。
【００２６】
　前記ヘリオスタット２０は、複数枚のファセット２１を３列に配設しており、それぞれ
のファセット２１が俯仰装置２４のリンク２４Ａで連結され、そのファセット２１の俯仰
角が調整できるようになっている。また、旋回装置２５によりヘリオスタット２０の方位
角が調整できるようになっている。
【００２７】
　次に、本発明に係る校正装置について説明する。
【００２８】
　図２に示されるように校正装置１は、フランジ形状の取付部２Ｆの両側からそれぞれ直
線上に延長されたレーザー発振装置２Ａ，２Ｂが形成された照射装置２と、この照射装置
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２の近傍に反射レーザー光Ｌ４を検出する受光装置３が設けられている。また、前記照射
装置２と、受光装置３とは、それぞれの軸線方向が平行となるように固定板４に取り付け
られている。
【００２９】
　前記固定板４は、台板８Ｄ上に立設した２本の腕部８に枢支されると共に位置決めボル
ト８Ａを円弧状のボルト孔に貫通させることにより所定の俯仰角で固定できるようになっ
ている。また、前記台板８Ｄは板状の基部６にボルト６Ａで固定されるが、そのボルト孔
も円弧状に形成され、台板８Ｄが旋回可能に固定されるようになっている。また、前記台
板８Ｄは、基部６の下方に設けた微動ステージ９により微調整できるようになっている。
【００３０】
　更に、水平方向の調整器１３と上下方向の調整器１２が設けられており、これらの調整
器はマイクロメータヘッド等の微調整可能な部材が用いられている。
【００３１】
　前記照射装置２は、図３に示すようにフランジ形状の取付部２Ｆの両側にレーザー発振
装置２Ａ，２Ｂがそれぞれ設けられており、そのレーザー発振装置２Ａ，２Ｂから照射さ
れるレーザー光Ｌ１，Ｌ２が同一軸線上となるようになっている。また、取付部２Ｆの側
面が基準面ｆに形成されており、前記固定板４に取り付けた際に受光装置３に対して平行
状となるようになっている。
【００３２】
　また、前記受光装置３は、太陽追尾センサーとなっており、通常の発電が行われている
際にはヘリオスタット２０からの反射光ｒ２が最大値となるように、そのヘリオスタット
２０の旋回装置２５と俯仰装置２４とが制御されるようになっている。
【００３３】
　次に、このように構成された校正装置１によるヘリオスタット２０の校正方法について
説明する。
【００３４】
　図４は、ヘリオスタット２０のファセット２１の俯仰角と方位角を調整し、そのヘリオ
スタット２０を校正している状態の概略を示すものである。
【００３５】
　本発明に係る校正装置１は、センターリフレクター３０とヘリオスタット２０とを結ぶ
光路ｃに配置されており、前記ヘリオスタット２０のファセット２１の近傍に設けられて
いる。
【００３６】
　校正装置１をファセット２１の近傍に設けたのは、光路ｃの地上からの高さが低いので
、台車程度の作業台で安定して操作ができるからであり、また、ヘリオスタット２０の俯
仰角および方位角を調整するのに適しているからである。
【００３７】
　そのヘリオスタット２０の校正であるが、先ず、照射装置２を太陽追尾装置である受光
装置３が固定されている固定板４に固定し、校正装置１とする。次に、校正装置１よりセ
ンターリフレクター３０の上部焦点ｐに向けてレーザー光Ｌ１を照射する。
【００３８】
　前記上部焦点ｐとヘリオスタット２０との距離は、その太陽熱発電装置の規模により数
十メートルから数百メートルまであるので、照射されるレーザー光Ｌ１は、遠方からでも
視認しやすい波長のレーザー光が使用されている。
【００３９】
　このレーザー光の波長は、５００ナノメートル乃至５９０ナノメートルの範囲のものが
好ましく、本実施例においては、人間の目が最も強く感じる波長の５５５ナノメートルの
近傍の緑色光（５３２ナノメートル）のものが一例として使用されている。これにより、
目視によって上部焦点ｐにレーザー光Ｌ１が照射されているかが容易に識別できるように
なっている。
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【００４０】
　照射位置がズレている場合は、微動ステージ９や俯仰調整つまみ１２等を操作して照射
位置を調整する。この操作により、太陽追尾センサーである受光装置３のズレが校正され
る。
【００４１】
　次に、図５（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ヘリオスタット２０の俯仰装置２４と旋回
装置２５を調整し、ヘリオスタット２０のファセット２１側に照射されたレーザー光Ｌ２
が反射した反射光Ｌ４が受光装置３へ入射するように、そのヘリオスタット２０の俯仰装
置２４と旋回装置２５を調整する。この操作により、所謂、ヘリオスタット２０の原点合
わせが完了するので、ファセット２１の方向が校正される。
【００４２】
　このようにして、太陽追尾センサー（受光装置３）とファセット２１とが、その場で実
測しながら校正されるので、作業者の目視による感覚や測量に比して極めて高精度に校正
することができるのである。
【００４３】
　また、レーザーの照射装置２は、取付けと取り外しができるので、その照射装置２が一
台あれば、複数基のヘリオスタット２０を順次校正していくことができ、照射装置２の導
入コストが抑制される。
【００４４】
　更に、校正作業が一人でも行えるので、複数人で時間をかけて感覚的に調整する場合に
比べ、極めて効率がよくなる。
【００４５】
　なお、本実施例における太陽熱発電装置は、ビームダウン方式太陽熱発電装置であった
が、本発明に係る校正装置はタワー型太陽熱発電装置において使用することもできる。
【００４６】
　即ち、複数台のヘリオスタット等の反射鏡により、予め定められた箇所へ太陽熱を集光
させるものであれば、太陽熱発電装置の他にも使用することができるのである。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】太陽熱発電装置の概略構成図である。
【図２】本発明に係る校正装置の概略構成図である。
【図３】レーザー照射装置の概略図である。
【図４】本発明に係る校正装置を用いたヘリオスタットの校正方法を示す図である。
【図５】ヘリオスタットのファセットの動きと校正装置との関係を示す図であり、（Ａ）
は校正中を示し、（Ｂ）は校正完了を示す図である。
【符号の説明】
【００４８】
　Ａ　太陽熱発電装置
　１　校正装置
　２　レーザー照射装置
　３　受光装置
　２０　ヘリオスタット
　２１　ファセット
　２４　俯仰装置
　２５　旋回装置
　３０　センターリフレクター
　３３　レシーバー（受熱部）
　ｃ　光路
　ｐ　上部焦点
　Ｌ１，Ｌ２　照射レーザー光
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　Ｌ４　反射レーザー光

【図１】 【図２】
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【図３】
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